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証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

証人等の実費弁償に関する条例（昭和４０年１２月町田市条例第５０号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「および公職選挙法」を「、公職選挙法」に、「並びに」を「及び」に、「第

２９条第４項」を「第３５条第４項」に、「及び市農業委員会」を「、市農業委員会」

に、「出頭または」を「出頭し、又は」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



＿部分は改正部分 

証人等の実費弁償に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０７条、公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第２１２条第３項

及び農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第３５条第４項の規定に基づ

き、市議会、市選挙管理委員会、市農業委員

会及び公聴会に出頭し、又は参加した者（以

下「証人等」という。）の実費弁償に関して

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０７条および公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第

３項並びに農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第２９条第４項の規定

に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び市

農業委員会並びに公聴会に出頭または参加し

た者（以下「証人等」という。）の実費弁償

に関して必要な事項を定めるものとする。 

 


